
 

 

2019年１月22日 

会 員 各 位 

日本公認会計士協会 

副会長  高濱  滋 

 
金融庁・会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会報告 

「会計監査に関する情報提供の充実について」の公表を受けて 

 
2019 年 1 月 22 日付けで、金融庁・会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会が

取りまとめた「会計監査に関する情報提供の充実について」（以下「懇談会の報告書」といい

ます。）が公表されました。 

懇談会の報告書には、資本市場の関係者からの指摘に対応するために、以下の 2 つの事柄

が含まれています。 

 通常とは異なる監査意見（除外事項が付された限定付適正意見、意見不表明又は不適正
意見）を表明する場合の対応（監査報告書における除外事項の記述の改善、株主総会等に

おける監査人の意見陳述の機会の活用、守秘義務についての考え方等） 

 監査人の交代に関する説明・情報提供（臨時報告書又は適時開示における実質的な交代
理由の開示の促進、交代に関する監査役等の意見の追加記載の検討、交代理由に関する

監査人の意見の明瞭化並びに株主総会における監査人の意見陳述の機会の活用等） 

これらはいずれも、監査の透明性の向上を通じて、高品質の監査を提供する監査人が適切

に評価され選択される環境の醸成に資するものであり、更なる監査品質の向上に役立ててい

くことが重要と考えています。 

会員におかれては、監査の最終受益者である監査報告書の利用者が監査についてより良く

理解できるように、監査人としての説明責任を十分に果たしていくことがこれまで以上に求

められていることに留意いただきたく思います。また、公認会計士監査の基盤である守秘義

務の考え方についても、本懇談会の報告書において、法令又は我が国において一般に公正妥

当と認められる監査の基準にしたがって、監査人の判断の根幹部分である通常とは異なる監

査意見に至った根拠を説明する上で必要な事項を述べることは、公認会計士法及び倫理規則

上の「正当な理由」に該当することが確認されていますので、改めて認識していただきたい

と思います。監査に対する信頼性を高めるためには、監査人が実施した監査の概要及び結果

について、監査報告書等を通じて利用者に丁寧に説明することが不可欠であり、「監査上の主

要な検討事項（KAM）」の導入とともにその要請が強まっていくことに留意いただきたく思い

ます。 

なお、懇談会の報告書の「おわりに」に記載されているように、提言されている内容を実

現するためには、監査人のみならず、企業側の協力及び監査役との連携が必要になってきま

す。今後、当協会、金融庁、取引所含む関係者において必要な環境整備の検討が行われるこ

ととなりますので、会員各位におかれても今後の動向を注視していただけますようお願いい

たします。 

以  上 


